
◎黒のインクまたはボールペンで書いてください。 

 （鉛筆や消えやすいインクでは書かないでください） 

◎届書に修正液等は使用しないでください。 

◎届書は１通で差し支えありません。 

 

離婚届の書き方とご注意 

乙橋 清 

 

山川 太郎 
昭和 27  6   4 昭和 27  6   4 

８  ４  １ 

（５）未成年の子の氏名欄について（子の親権） 

※令和８年４月１日より未成年の子の親権に関するルールが変わりま

した。 

父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親

権者と定めることができるようになりました。 

未成年の子（１８歳未満）がいる場合、①～④のいずれかに親権を行う

子の氏名を記入してください。 

① 父母共同親権→父母双方が親権を行う子 

② 父（夫）の単独親権→父（夫）が親権を行う子 

③ 母（妻）の単独親権→母（妻）が親権を行う子 

④ 親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申し立てがされて

いる子 

上記①～③で親権を定めた場合、夫妻（父母）、本人のそれぞれが

必ず☑をいれてください。 

夫妻（父母）双方の☑が必要です。 

どちらか一方の☑がされていない場合、不受理処分となる恐れが

あります。 

氏は離婚前の姓で記入してください。 

フリガナ欄も記入してください。外国人の氏名は漢字またはカ

タカナ（本国名）で「ラストネーム，ファーストネーム」で記入

してください。カタカナの場合、氏と名の間に「カンマ（，）」を

記入してください。 

（通称名登録している方も通称名ではなく、本国名で記入し

てください。） 

本籍は、省略せず戸籍の表示のとおり、正しく記入してください。 

外国人の場合は国籍を記入してください。 

 

離婚により復氏する者の離婚後の本籍（従前の戸籍もしくは 

新戸籍）を記入してください。ただし、同時に７７条の２の届出をす

るときは記入しないでください。 

外国人との離婚では戸籍の変動はありません。この欄は記入 

しないでください。 

 

 

届出のときに持ってくるもの 

◎届書  

◎本人確認書類（運転免許証やパスポートなど） 

◎転出証明書（届出と一緒に住所変更がある場合） 

◎マイナンバーカード（個人番号カード） 

（住所が三郷市で氏が変更になる場合） 

協議離婚の場合は、証人（１８歳以上）が２名必要です。 

それぞれ署名してください。押印は任意です。 

外国人の氏名は漢字またはカタカナ（本国名）で「ラストネーム，ファ

ーストネーム」で記入してください。カタカナの場合、氏と名の間に「カ

ンマ（，）」を記入してください。 

（通称名登録している方も通称名ではなく、本国名で記入してくだ

さい。） 

 

必ず本人が署名してください。押印は任意です。 

外国人の場合は、通称名登録している方も通称名ではなく、本国名で記入

してください。） 

連絡先は昼間連絡できるところを記載してください。 

（夫・妻どちらの連絡先か記載してください。） 

☎その他、届書記入についてのお問い合わせ☎ 

 三郷市役所 市民課 戸籍係 ０４８（９５３）１１１１㈹ 

 

甲 野   雅 人 

 

コウノ     マサト  

昭和５０  ９   ２６ 

甲 野   洋 子 

 

コウノ     ヨウコ  

３丁目７番１９－２０２号 

昭和５２  ７   １０ 

埼玉県三郷市彦成  

立石５－１３－１ 

東京都葛飾区  

埼 玉 県 三 郷 市 彦 成 ３ 丁 目 ７番 

二 長 

甲 野 雅 人 

甲野太郎 

甲野里花子 

乙橋 清 甲野 茂 

 

丙川 三郎 

乙橋小百合 

レ レ 

埼玉県三郷市戸ヶ崎３丁目５２０    ２ 

 

レ 

乙橋 洋子 

オツハシ  ヨウコ 

甲野 拓也 

甲野 沙耶 

レ レ 

レ 

※裁判所で離婚が成立した場合は、次の書類の添付が必要になります。 

・調停（または和解、認諾）により成立したときは、 

調停（または和解、認諾）の調書の謄本 

・審判（または判決）により成立したときは、 

審判（または判決）の謄本及び確定証明書 

※外国人との協議離婚の場合、日本人の住民票が必要となることがあります。 

２丁目６５４番

地 

４丁目 ２番 ８２号 

埼玉県三郷市戸ヶ崎  埼玉県越谷市越谷  
三郷ビル 
301 

５丁目  ７番地 

埼玉県三郷市戸ヶ崎  埼玉県越谷市赤山町  

３丁目 ５２０―２ 

甲野 雅人 甲野 洋子 

①  

②  

③  

④  


